
【還付の割等のみ納付する納付書や法人事業税のみ納付する納付書の作成例】

【ケース例】法人事業税等で資本割のみ納付でそれ以外の割や税目は還付であり、「法人事業税＋特別法人事業税の合計税額≧0」の場合

　　・法人事業税の税額は、1,276,200円
　　・[この申告により納付すべき事業税額]＋
　　　[この申告により納付すべき特別法人事業税額]＝
　　　1,276,200円＋△380,000円＝896,200円(≧0円)
　　　→　納付書画面の[事業税･特別法人事業税]の[申告計算結果]欄に、

第6号様式から金額が転記(表示)される条件を満たす。

１．法人事業税の納付の割と特別法人事業税の納付の税額を表示して、納付分のみを納付する納付書

　　　納付となる資本割以外の[納付額]欄の金額を削除します。
　　　※　[各割額の税額表示区分]欄は、「別建表示」とします。
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【還付の割等のみ納付する納付書や法人事業税のみ納付する納付書の作成例】

２．法人事業税が納付で特別法人事業税が還付の場合、法人事業税のみ納付する納付書

(上) e-TAX電子納税で見込納付を電子納税する場合　※電子納税では割や税目でマイナスの金額が不可のため「相殺表示」とします。

(下) 電子納税は行わず納付書で納付する場合（法人事業税の各割の金額をそのまま表示する場合)

　　　所得割額、付加価値割額、及び資本割額の合計額を資本割額の
　　[納付額]欄に入力して、それ以外の欄の金額は削除します。
　　　※　[各割額の税額表示区分]欄は、「相殺表示」とします。

　　　特別法人事業税の金額を削除します。
　　　※　[各割額の税額表示区分]欄は、「別建表示」とします。
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